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因果関係 

・危険の現実化説 

甲の本件行為と結果との間に因果関係が認められるか。 
刑法上の因果関係は結果を行為に客観的に帰責できるか否かの

判断基準だから、その存否は、条件関係の存在を前提に、全事情
を判断の基礎として、実行行為に内在する危険が結果へと現実化
したと認められるか否かによって判断する。 
→「因果関係は客観的な帰責範囲を画する基準だから、全事情を

踏まえ、行為の危険が結果へと現実化したか否かにより判断す
る」。 

 
※各類型の論じ方 

まず、因果関係を認めるために障害となっていると考えられる事情が、①
実行行為時に存在するもの(特殊事情)か、②実行行為後に介在したもの(介在
事情)か、区別する必要がある(②における判例の位置づけは、百選Ⅰ10 解説
3 等参照)。 
・①の場合 

実行行為の中には、客観的に見て当該事情から結果が生じる危険が含まれ
ており、それが現実化したに過ぎないといえる(「重篤な心臓疾患」；最一判
S46.6.17＝百選Ⅰ8)。 
・②の場合 

まず、実行行為の危険性が大きいため結果発生の主たる原因となっており、
逆に介在事情の結果発生への寄与度は大きくないといえる場合、実行行為の
危険が介在事情に関わらず順調に結果へと現実化したといえる(大阪南港事件
＝ 最 三 決 H2.11.20 ＝ 百 選 Ⅰ 10 、 被 害 者 に よ る 医 師 の 指 示 違 反 ＝ 最 決
H16.2.17)。 
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また、仮に介在事情の寄与度が大きくとも、実行行為により当該介在事情
が「誘発」された場合(ダイビング中の被害者による不適切な行動；最一決
H4.12.17＝百選Ⅰ12、被害者による高速道路への侵入；最二決 H15.7.16＝
百選Ⅰ13)や、実行行為により類型的に危険な状況が生じ、当該介在事情によ
りその危険性が具体化した場合(トランクへの監禁；最一決 H18.3.27＝百選
Ⅰ11)には、実行行為の危険が間接的に実現したといえる。 

一方、介在事情の危険性が大きく、(その異常性も大きいため)実行行為によ
り 当 該 介 在 事 情 が 発 生 し た と も い え な い 場 合 ( 米 兵 轢 き 逃 げ 事 件 ＝ 最 三 決
S42.10.24＝百選Ⅰ9)には、実行行為の危険が結果へと現実化したとはいえな
い｡ 
 
参考文献  
・大塚裕史他『基本刑法Ⅰ総論（第 3 版）』第 5 講（日本評論社、2019）。 
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主観的構成要件要素 

☆故意の認識対象 

刑法 38 条 1 項本文の「罪を犯す意思」すなわち故意は、何を
認識対象とするのか。通説・実務は、客観的構成要件該当事実と
違法性阻却事由不存在の事実との双方を認識対象とすると解す
る。なお、ここでいう客観的構成要件要素には、身分や行為状況
も含まれるので、注意されたい。 

 
※故意の体系的位置づけ 

本論証集は、通説・実務と同様に、故意を構成要件的故意と責任故意の２
段階に分けて検討する見解を採用する。 
 
☆過失論 

過失＝注意義務違反をどこでどう判断するかの問題である。 
・旧過失論：過失を予見義務違反と解し、責任要素とする。 
・新過失論：過失を結果回避義務違反と解し、構成要件要素とする｡ 
・修正旧過失論：予見可能性を具体的かつ限定的に判断し、「実

質的で許されない危険」を過失犯の実行行為とする。 
 
・故意の認定 

故意とは、犯罪結果惹起を認識・認容することをいう。本件で
は、結果惹起を確定的なものとして認容する確定的故意は認めら
れず、特に未必の故意の有無が問題となる。 
ア 故意は行為者の主観的な認識だから、自白による以外は、客

観的な情況証拠の積み重ねにより推認するしかない。 
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具体的には、➀創傷の部位や程度、②凶器の種類やその用
法、③犯行後の行動などの諸事情から総合考慮して判断すべき
である。 

 
※不確定的故意の種類 

概括的故意とは、一定範囲のどれかに結果が発生することは確実であるが、
客体やその個数が不特定である場合をいう。 

択一的故意とは、複数の客体のうち一方に結果が生じることは確実である
が、いずれに発生するかが不確定なものと認識している場合をいう。 

未必の故意とは、結果の発生が不確実であると認識しているが、仮に結果
が発生しても構わないと思った場合をいう。 

条件付故意とは、犯行の遂行や結果実現を条件の発生にかからせる場合を
いう。 
※※故意の相場 

例えば、新 H20 における以下の事例では、故意の認定をした答案は低く評
価されている(同採実 2)。 
→事例 

28 歳男性の乙は、甲と強盗を画策したが、直接実行には加わらなかった。
乙が犯行の様子を見に現場に向かったところ、70 歳男性の B が「どろぼう。」
と叫びながら現場から逃げ出しているのを目撃した。警察への通報を恐れた
乙は、B に駆け寄ってその口をふさいだが、B に手をかみつかれて抵抗され
た。そのため、乙は顔面を力いっぱい殴打したところ、これにより B は倒れ
てブロック塀の角に後頭部を強打し、頭蓋骨を骨折した(死因)。その後、B
はまだ声を出しながら逃げようとしたため、乙は B の背部・腹部を複数回蹴
って黙らせた。 
 
  


